
　およそ半世紀前の 1971 年 11 月 14 日、東京
の渋谷で沖縄返還協定の批准に反対する若者たち
の大規模なデモがありました。デモ隊と警官隊が
衝突し、警察官がひとり死亡したことをめぐり、
デモに参加していた学生たちが「殺人罪」に問わ
れた事件です。大坂正明さんは、デモ参加学生の
一人として 46年間も指名手配されてきました。

　大坂正明さんは無実です。死亡した警察官への
暴力行為に一切かかわっていません。
　この裁判のひどいところは、物的証拠が何一つ
ないことです。大坂さんを「殺人罪」で起訴した
検事は、デモ隊の様子を撮影した写真の中に大坂
さんがいるかどうかすら「主張しない」と言い続
けています。
　検事は大坂さんを「目撃した」というデモ参加
学生の供述調書を裁判で証拠請求しています。し
かし、この供述調書は過去の同事件の裁判で供述

者本人が「でたらめだ」と証言しているものです。
当時、警察と検察はなんとしても「犯人」を挙げ
ようと、片端から逮捕したデモ参加者に対して連
日長時間にわたる拷問的取調べを行い、リーダー
と目した人間を「犯人だ」と証言させる違法捜査
を行いました。検事はその追及を逃れようと、当
時の取調官が「事件捜査について何も覚えていな
いことを証明する」というとんでもない主張をし
ています。
　大坂さんを「目撃した」という供述者は、大坂
さんと何の面識もありません。当時のデモは今の
香港の若者のデモのように、皆がヘルメットをか
ぶり覆面で顔を隠しています。警察による暴力や
でっち上げと闘うためです。顔を隠した知らない
人の特定など、できるはずもありません。だから
供述者４人による大坂さんの「特定」は、現場写
真はおろか服の色さえ皆バラバラなのです。
　大坂さんを「特定するつもりはない」という検
事の主張は、デタラメ極まりない「証拠」をごま
かすための、実に卑劣な言い訳です。

大坂裁判事務局
東京都港区新橋 2-8-16 石田ビル４階
Email : oosakaqen@protonmail.ch

（2020 年 2月 21 日）

大坂さんは「犯人」
じゃないの？

沖縄とともに反戦・反基地つらぬき 50 年

デタラメな裁判をやめろ！
「殺人罪」はでっち上げ

です

大坂正明
無実

さんは

どんな事件なの？



　当時はベトナム戦争のさなか。米軍の施政権下
にあった沖縄は、戦争の出撃基地となっていまし
た。戦争反対の世論が高まる中、日本とアメリカ
の政府は沖縄を日本に返還すると発表しました。
でも、それは沖縄の人々の望んだ「基地のない平
和な沖縄」とはほどとおい、米軍の核と基地を沖
縄におしつけるペテン的な「返還」でした。
　これに対して平和な未来を望む若者たちを中心
に、沖縄の基地をなくそうという運動が大きく巻
き起こりました。政府はこうした声を押さえつけ
ようと、警察による暴力的な取り締まりを強め、
各地で衝突が起きました。警察官が死亡したこと
を口実に、政府はこうした運動に一層激しい弾圧
を加えました。大坂さんらに対する「殺人罪」で
の指名手配は、政治的なでっち上げなのです。
　いまだに続く沖縄の米軍基地問題は、民意を無
視した強権的な政治の結果です。それは決して過
去の話ではありません。沖縄では今も強引な新基
地建設が続けられ、民意が踏みにじられています。
　大坂正明さんは、こうした沖縄の現実に心を痛
め、獄中から沖縄闘争への限りない連帯の檄を飛
ばしています。

　49 年も前の事件の裁判です。証言できる人が
ほとんどおらず、存在するのは違法捜査で作られ
たデタラメな調書だけ。こんな裁判が成り立つは
ずありません。
　本来なら、とうの昔に時効になっている事件で
す。大坂さんがいまだに裁判に縛り付けられてい
るのは、病気で公判停止になったデモ参加学生の
裁判を、その方が亡くなるまで免訴にしなかった
裁判所の意図的な不作為によるものです。私たち
は、大坂さんの免訴も裁判所に求めています。

　大坂さんが逮捕されてから３年。いまだに公判
が開かれていません。裁判員裁判の手続きに沿っ
て、弁護人と検事との間で「争点整理」が終わっ
ていないからです。この間、大坂さんはずっと東
京拘置所に勾留されており、弁護人以外との接見
はすべて禁止され、物品の差入も認められない厳
しい措置が続いています。
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私たちは以下のことを要求します。
①政治的でっち上げを許さない！ 大坂正明さんを直ちに釈放せよ
② 49 年前の事件の裁判など成り立たない！　いますぐ免訴を
③憲法違反の裁判員裁判から除外せよ！
④不当な接見禁止を今すぐ全面的に解除せよ

これは沖縄闘争をめぐる政治弾圧と闘う裁判です。
権力のでっち上げを全面的に暴き、安倍政権の進める戦争・改憲への動きと対決する裁判です。

ともに声を上げ、社会を変えよう！　皆の力を合わせ、安倍政権を倒そう！
　大坂裁判への注目とご支援をよろしくお願いします。

カンパのあて先
　ゆちょ銀行 00110-5-155521
　星野さんをとり戻そう！全国再審連絡会議
※通信欄に「大坂裁判」とご記入ください

最新情報はブログで
http://oosaka1114.blog.jp/


